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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視対象者が携帯する携帯端末と、前記監視対象者を監視する監督者が保有する通知端
末とに接続された管理コンピュータと、前記携帯端末の通過地点の位置及び通過予定時刻
に関するデータを記録するスケジュールデータ記憶部とを用いて、前記監視対象者の予定
外の動向を前記通知端末に通知する通知方法であって、
　前記管理コンピュータが、
　前記スケジュールデータ記憶部から抽出した通過予定時刻に関連付けられた前記携帯端
末に対して、その携帯端末の現在地データを送信するように要求し、
　前記携帯端末から取得した現在地のデータと、前記通過地点の位置データとを比較して
、前記携帯端末の現在地がこの通過地点の所定範囲内にあるか否かを判定し、前記携帯端
末の現在地がこの通過地点の所定範囲内にない場合には、前記通知端末にアラームを送信
する通知段階と、
　前記通知端末から、警告指示を受信した場合、前記携帯端末の現在地と、前記スケジュ
ールデータ記憶部の通過位置とを比較し、最も近い通過位置に関するデータと、この通過
位置に到着した場合に押すための修正ボタンを含めた画面データを前記携帯端末に送信し
、
　前記修正ボタンが押されることにより前記携帯端末から位置に関するデータを取得する
と、このときの通過位置とを比較し、位置が一致した場合には、この確認時刻により、こ
の通過地点の後に通過する通過地点の通過予定時刻を修正する修正段階と
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を実行することを特徴とする通知方法。
【請求項２】
　前記管理コンピュータが、前記携帯端末の現在地が、予定時刻に通過する通過地点の所
定範囲内にない場合には、前記携帯端末から警告音を発生させる指示を前記携帯端末に送
信する警告音発生指示段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の通知方法。
【請求項３】
　前記スケジュールデータ記憶部は、前記予定時刻に関するデータとして、通過する地点
に到達するための所要時間に関するデータを記録しており、
　前記管理コンピュータは、前記携帯端末から監視開始指示を受信した場合に、前記スケ
ジュールデータ記憶部に記録された前記所要時間に基づいて、前記通過地点を通過する予
定時刻を算出して、前記スケジュールデータ記憶部に記録する算出段階を更に含むことを
特徴とする請求項１又は２に記載の通知方法。
【請求項４】
　前記通知段階は、前記通知端末に前記携帯端末の現在地の位置を表示する地図に関する
データを送信することを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の通知方法。
【請求項５】
　監視対象者が携帯する携帯端末と、前記監視対象者を監視する監督者が保有する通知端
末とに接続された管理コンピュータと、前記携帯端末の通過地点の位置及び通過予定時刻
に関するデータを記録するスケジュールデータ記憶部とを用いて、前記監視対象者の予定
外の動向を前記通知端末に通知する通知プログラムであって、
　前記管理コンピュータを、
　前記スケジュールデータ記憶部から抽出した通過予定時刻に関連付けられた前記携帯端
末に対して、その携帯端末の現在地データを送信するように要求し、
　前記携帯端末から取得した現在地のデータと、前記通過地点の位置データとを比較して
、前記携帯端末の現在地がこの通過地点の所定範囲内にあるか否かを判定し、前記携帯端
末の現在地がこの通過地点の所定範囲内にない場合には、前記通知端末にアラームを送信
する通知手段と、
　前記通知端末から、警告指示を受信した場合、前記携帯端末の現在地と、前記スケジュ
ールデータ記憶部の通過位置とを比較し、
　最も近い通過位置に関するデータと、この通過位置に到着した場合に押すための修正ボ
タンを含めた画面データを前記携帯端末に送信し、
　前記修正ボタンが押されることにより前記携帯端末から位置に関するデータを取得する
と、このときの通過位置とを比較し、位置が一致した場合には、この確認時刻により、こ
の通過地点の後に通過する通過地点の通過予定時刻を修正する修正手段
として機能させることを特徴とする通知プログラム。
【請求項６】
　前記管理コンピュータを、前記携帯端末の現在地が、予定時刻に通過する通過地点の所
定範囲内にない場合には、前記携帯端末から警告音を発生させる指示を前記携帯端末に送
信する警告音発生指示手段として更に機能させることを特徴とする請求項５に記載の通知
プログラム。
【請求項７】
　前記スケジュールデータ記憶部は、前記予定時刻に関するデータとして、通過する地点
に到達するための所要時間に関するデータを記録しており、
　前記管理コンピュータを、前記携帯端末から監視開始指示を受信した場合に、前記スケ
ジュールデータ記憶部に記録された前記所要時間に基づいて、前記通過地点を通過する予
定時刻を算出して、前記スケジュールデータ記憶部に記録する算出手段として更に機能さ
せることを特徴とする請求項５又は６に記載の通知プログラム。
【請求項８】
　前記通知手段は、前記通知端末に前記携帯端末の現在地の位置を表示する地図に関する
データを送信することを特徴とする請求項５～７のいずれか１つに記載の通知プログラム
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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象者に携帯端末を携帯させて、対象者の予定外の動向を管理者に通知する
通知方法及び通知プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＰＨＳ（Personal Handy-phone System ）やＧＰＳ（Global Positioning Syste
m ）を用いて、携帯端末の位置を把握することができる。そして、ＰＨＳ端末の位置情報
を利用して、ＰＨＳ端末を携帯している利用者の現在位置を検出して提供するサービスが
行われている（例えば、非特許文献１参照。）。この非特許文献１に記載のサービスを利
用する例としては、親が子供にＰＨＳ端末を携帯させることが考えられる。そして、子供
の帰宅が遅いような場合には、このサービスを利用して位置情報を取得する。これにより
、ＰＨＳ端末を携帯した子供の所在を把握することができる。
【０００３】
　ところが、このサービスを用いて子供の状況を確認するためには、親が端末を操作して
、子供が携帯するＰＨＳ端末の現在地に関する情報を取得する必要がある。このため、子
供に予定外の動きがあった場合にも、親がこれに気付くことが遅れる場合があった。そこ
で、迅速に子供の所在を把握するために、子供の状況を常に監視することが考えられる。
【非特許文献１】日経ＢＰ社出版局編，「日経ＢＰデジタル大事典２０００－２００１年
版」，第３版，日経ＢＰ社，２０００年３月２０日，ｐ．５４２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように常に監視する場合には、監視対象者に問題がない状況においても監視してい
るので非効率であった。
　本発明は、対象者の予定外の動向を効率的に検知することができる通知方法及び通知プ
ログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１又は５に記載の発明によれば、監視対象者が携帯する携帯端末と、監視対象者
を監視する監督者が保有する通知端末とに接続された管理コンピュータと、携帯端末の通
過地点の位置及び通過予定時刻に関するデータを記録するスケジュールデータ記憶部とを
用いる。管理コンピュータが、前記スケジュールデータ記憶部から抽出した通過予定時刻
に関連付けられた前記携帯端末に対して、その携帯端末の現在地データを送信するように
要求し、前記携帯端末から取得した現在地のデータと、前記通過地点の位置データとを比
較して、前記携帯端末の現在地がこの通過地点の所定範囲内にあるか否かを判定し、携帯
端末の現在地がこの通過地点の所定範囲内にない場合には、通知端末にアラームを送信す
る。前記通知端末から、警告指示を受信した場合、前記携帯端末の現在地と、前記スケジ
ュールデータ記憶部の通過位置とを比較し、最も近い通過位置に関するデータと、この通
過位置に到着した場合に押すための修正ボタンを含めた画面データを前記携帯端末に送信
し、前記修正ボタンが押されることにより前記携帯端末から位置に関するデータを取得す
ると、このときの通過位置とを比較し、位置が一致した場合には、この確認時刻により、
この通過地点の後に通過する通過地点の通過予定時刻を修正する。このため、管理コンピ
ュータは、監視対象者の予定外の動向を効率的に検知することができる。従って、監督者
は、監視対象者の位置情報を取得するための処理を行わなくても、予定時刻に通過地点を
通過しなかった場合には、状況を効率的かつ迅速に知ることができる。
【０００６】
　本発明によれば、管理コンピュータが、スケジュールデータ記憶部から抽出した通過予
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定時刻に関連付けられた携帯端末に対して、その携帯端末の現在地データを送信する。管
理コンピュータは、携帯端末から取得した現在地のデータと、通過地点の位置データとを
比較して、携帯端末の現在地がこの通過地点の所定範囲内にあるか否かを判定する。この
ため、管理コンピュータは、通過予定時刻に前記携帯端末が通過地点の所定範囲にあるか
否かをより確実に検出することができる。
【０００７】
　請求項２又は６に記載の発明によれば、管理コンピュータが、携帯端末の現在地が、予
定時刻に通過する通過地点の所定範囲内にない場合には、携帯端末から警告音を発生させ
る指示を携帯端末に送信する。このため、監視対象者が助けを求めることができない状態
であっても、この状況を周囲に知らせることができる。従って、携帯端末が防犯ベル的な
機能を実現する。
【０００８】
　請求項３又は７に記載の発明によれば、スケジュールデータ記憶部は、予定時刻に関す
るデータとして、通過する地点に到達するための所要時間に関するデータを記録している
。管理コンピュータは、携帯端末から監視開始指示を受信した場合に、スケジュールデー
タ記憶部に記録された所要時間に基づいて、通過地点を通過する予定時刻を算出して、ス
ケジュールデータ記憶部に記録する。このため、携帯端末からの開始指示に基づいて予定
時刻が算出される。従って、監視対象者の監視を開始する時刻が変更した場合であっても
、この変更に応じて適切に管理対象者の予定外の動向を効率的に検知することができる。
【０００９】
　本発明によれば、スケジュールデータ記憶部は、終点の位置に関するデータと、通過地
点を通過する順番に関するデータとを記録している。管理コンピュータは、携帯端末の現
在地が、予定時刻に通過する通過地点の所定範囲内にないと判定した後に、携帯端末の現
在地が通過地点の所定範囲内にあることを検出した場合、この通過地点の後に通過する通
過地点の予定時刻を修正する。このため、予定時刻に監視対象者が通過地点とは異なる地
点にいても、再び通過地点に戻ってきた場合には、戻ってきた後の監視対象者の予定外の
動向を検知することができる。
【００１０】
　請求項４又は８に記載の発明によれば、管理コンピュータは通知端末に前記携帯端末の
現在地の位置を表示する地図に関するデータを送信する。このため、監督者は、予定外の
動向を行った監視対象者の現在地を知ることができる。従って、監督者は、監視対象者の
現在地に基づいた対応を行うことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、対象者の予定外の動向を効率的に検知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を具体化した一実施形態を図１～図７に基づいて説明する。本実施形態に
おいては、下校時に子供が通学路から外れた場合に、親に通知することを想定する。この
ため、子供は監視対象端末１１を携帯し、親は通知を受ける通知端末１２を携帯する。
【００１３】
　本実施形態では、子供が携帯する監視対象端末１１として携帯電話端末機を用いる。こ
の監視対象端末１１は、ディスプレイ１１０及び複数のボタンを備える。ディスプレイ１
１０は、警告音を停止するため音停止画面や修正画面などを表示する。複数のボタンには
、選択ボタンが含まれる。この選択ボタンが押されると、ディスプレイ１１０に表示され
る項目が選択されて、監視対象端末１１は処理を行う。
【００１４】
　また、監視対象端末１１は、これを携帯する子供の位置情報を把握するための位置情報
提供サービスを利用可能となっている。ここでは、地球測位システム（ＧＰＳ）の位置情
報提供サービスを用いる。更に、監視対象端末１１は、無線回線を通じて基地局１５と通
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信を行う。すなわち、監視対象端末１１は、複数のＧＰＳ衛星からの電波（ＧＰＳ信号）
を受信し、この受信したＧＰＳ信号を基地局１５に送信する。
【００１５】
　一方、通知端末１２は、監視対象端末１１が所定の時刻に所定の地点を通過しなかった
場合に通知を受ける端末である。本実施形態では、この通知端末１２が、利用者登録やス
ケジュール登録を行う。この通知端末１２は、本実施形態では、携帯電話端末機であり、
ディスプレイ１２０及び複数のボタンを備えている。ディスプレイ１２０には、通知端末
１２が受信した登録画面や通知画面が表示される。また、複数のボタンに含まれる選択ボ
タンが押されると、ディスプレイ１２０においてスケジュールの時刻及び位置の登録や項
目の選択が行われる。
【００１６】
　また、通知端末１２は、基地局１５及び携帯電話網Ｎを介して通知サービスシステム２
０と接続されており、通知サービスシステム２０のデータの送受信を行う。この通知端末
１２は、通知サービスシステム２０から通知を受信した場合には、アラームを出力する機
能を有する。
【００１７】
　基地局１５は、監視対象端末１１及び通知端末１２と無線通信を行う。この基地局１５
は、監視対象端末１１及び通知端末１２との間の回線を仲介するためのシステムであり、
携帯電話網Ｎを介して通知サービスシステム２０に接続されている。また、本実施形態で
は、基地局１５は、監視対象端末１１からのＧＰＳ信号に基づいて、監視対象端末１１の
位置情報を取得する。
【００１８】
　一方、通知サービスシステム２０は、監視対象端末１１の位置を監視するシステムであ
り、管理コンピュータ２１を備える。
　管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１又は通知端末１２との間でのデータ送受信
や、各種情報の管理を実行するためのデータの管理処理等を行う。管理コンピュータ２１
は、図示しないＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を有し、後述する処理（通知段階、警告音発生
指示段階、算出段階及び修正段階等を含む処理）を行う。そのため通知プログラムを実行
することにより、管理コンピュータ２１は、通知手段、警告音発生指示手段、算出手段及
び修正手段等として機能する。
【００１９】
　また、管理コンピュータ２１は、利用者データ記憶部２２及びスケジュールデータ記憶
部２３に接続されている。
　図２に示すように、利用者データ記憶部２２には、利用者に関する利用者データ２２０
が記憶されている。この利用者データ２２０は、本サービスの利用申請を行った場合に登
録されて、利用者データ記憶部２２に記録される。この利用者データ２２０は、利用者識
別子、利用者名、監視対象端末識別子及び通知端末識別子に関するデータを含んで構成さ
れる。
【００２０】
　利用者識別子データ領域には、利用者を特定するための識別子に関するデータが記録さ
れる。
　利用者名データ領域には、利用者の名前に関するデータが記録される。このデータは、
本サービスの利用申請を行った利用者の氏名が記録される。この氏名は、具体的には、通
知端末１２を携帯する親の氏名である。
【００２１】
　監視対象端末識別子データ領域には、監視対象端末１１を特定するためのデータが記録
される。本実施形態では、この監視対象端末識別子として、監視対象端末１１のＩＰ（In
ternet　Protocol）アドレスが用いられる。
【００２２】
　通知端末識別子データ領域には、通知端末１２を特定するためのデータが記録される。
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本実施形態では、この通知端末識別子として、通知端末１２のメールアドレスが用いられ
る。
【００２３】
　図３に示すように、スケジュールデータ記憶部２３には、子供のスケジュールデータ２
３０が記録される。このスケジュールデータ２３０は、通知端末１２からデータを受信し
たときに生成される。このスケジュールデータ２３０は、基本データ２３１及びチェック
地点データ２３２を含む。
【００２４】
　基本データ２３１は、利用者識別子、起点位置、開始時刻、終点位置、所要時間及び終
点時刻に関するデータを含んで構成される。
　利用者識別子データ領域には、利用者を特定するための識別子に関するデータが記録さ
れる。この利用者識別子を介して、このスケジュールデータ２３０と、利用者データ記憶
部２２に記録された利用者データ２２０とが関連付けられる。
【００２５】
　起点位置データ領域には、監視対象端末１１の監視を開始する起点位置に関するデータ
が記録される。本実施形態では、起点として子供の小学校を想定する。
　開始時刻データ領域には、監視を開始する時刻に関するデータが記録される。この開始
時刻データは、監視対象端末１１において監視開始が指示されたときに記録される。
【００２６】
　終点位置データ領域には、監視を終了する終点位置に関するデータが記録される。本実
施形態では、終点として子供の家を想定する。
　所要時間データは、起点位置から終点位置までの最大の所要時間に関するデータが記録
される。この所要時間は、起点位置を出発したならば、終点位置に遅くても到着すると予
測される時間である。
【００２７】
　終了時刻データ領域には、終点位置に遅くとも到着すると予測される時刻に関するデー
タが記録される。このデータは、開始時刻が記録されたときに所要時間に基づいて算出さ
れて記録され、チェック地点データ２３２の確認時刻の修正に伴って修正される。
【００２８】
　チェック地点データ２３２は、起点位置から終点位置までの経路上に設けたチェック地
点（通過地点に相当する）に関するデータである。本実施形態では、チェック地点データ
２３２は、少なくとも１つはスケジュールデータ２３０に含まれる。また、チェック地点
が複数ある場合には、それに対応する各チェック地点データ２３２が記録される。このチ
ェック地点データ２３２は、通過順番、移動位置、所要時間、確認時刻及び通過フラグに
関するデータを含んで構成される。
【００２９】
　通過順番データ領域には、チェック地点の通過順番に関するデータが記録される。
　移動位置データ領域には、チェック地点の位置に関するデータが記録される。
　所要時間データ領域には、前の位置からこの移動位置まで移動するために必要と予想さ
れた所要時間に関するデータが記録されている。なお、通過順番が１番目のチェック地点
データ２３２における所要時間は、起点位置からの所要時間になる。
【００３０】
　確認時刻データ領域には、チェック地点を通過すると予測される時刻（通過予定時刻）
に関するデータが記録される。このデータは、開始時刻データが記録されたときに算出さ
れて記録される。また、このチェック地点よりも前に通過するチェック地点を通過した時
刻が記録されていた確認時刻と異なった場合にこのデータは更新される。
【００３１】
　通過フラグデータ領域には、チェック地点を通過したことを意味するフラグが記録され
る。このフラグは、このチェック地点を通過したときに記録される。
　次に、上述のように構成された通知サービスシステム２０において、本サービスを利用
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するときの処理手順について、図４～図７を用いて説明する。ここでは、登録処理及び監
視処理の順番に説明する。
【００３２】
　なお、本サービスを利用する場合、まず、利用者登録が必要である。具体的には、利用
者登録をしていない場合、利用者である親は、通知端末１２を用いて、利用者の氏名、監
視対象端末１１及び通知端末１２のメールアドレスに関するデータを通知サービスシステ
ム２０に送信する。通知サービスシステム２０の管理コンピュータ２１は、利用者識別子
を付与し、受信したデータを利用者データ２２０とともに利用者データ記憶部２２に記録
する。これにより、利用者登録が完了する。
【００３３】
　（登録処理）
　本サービスの利用においては、まず、登録処理が行われる。ここで、登録処理について
、図４を用いて説明する。
【００３４】
　まず、登録処理においては、通知端末１２において、スケジュール入力処理が行われる
（ステップＳ１－１）。具体的には、利用者は、通知端末１２を通知サービスシステム２
０に接続させる。これにより、管理コンピュータ２１は通知端末１２に登録画面データを
送信する。
【００３５】
　通知端末１２は、受信したデータに基づいて登録画面データをディスプレイ１２０に表
示させる。そして、利用者は、スケジュールの位置、チェック地点の順番及び所要時間に
関するデータを入力する。このスケジュールの位置に関するデータには、起点位置及び終
点位置、移動位置に関するデータが含まれる。また、所要時間に関するデータには、起点
位置から最初のチェック地点の所要時間、チェック地点から次のチェック地点までの所要
時間、終点位置までの所要時間が含まれる。
【００３６】
　ここで、利用者は、具体的には、起点位置である子供の学校の位置を指定し、終点位置
には、自分の家の位置を指定する。更に、チェック地点として、学校から家までの経路上
にある位置を指定する。ここでは、例えば、１番目に通過するチェック地点として「Ａ地
点」、２番目に通過するチェック地点として「Ｂ地点」を設定したと想定する。また、所
要時間を、学校から「Ａ地点」まで４分、「Ａ地点」から「Ｂ地点」まで５分、学校から
家まで遅くとも３０分で帰ってくると設定した場合を想定する。
【００３７】
　そして、通知端末１２は、スケジュールデータを送信する（ステップＳ１－２）。具体
的には、通知端末１２は、入力が完了した位置、チェック地点の順番及び所要時間に関す
るスケジュールデータを、利用者の利用者識別子に関するデータとともに、通知サービス
システム２０に送信する。
【００３８】
　通知サービスシステム２０の管理コンピュータ２１は、受信したデータをスケジュール
データ２３０に記録する（ステップＳ１－３）。具体的には、管理コンピュータ２１は、
受信した利用者識別子を基本データ２３１に記録する。管理コンピュータ２１は、基本デ
ータ２３１の起点位置として「学校」の位置を、終点位置として「家」の位置を記録する
。更に、管理コンピュータ２１は、基本データ２３１の所要時刻として「３０分」を記録
する。更に、管理コンピュータ２１は、チェック地点データ２３２の１つのデータとして
、通過順番を「１」、移動位置を「Ａ地点」、所要時間を「４分」として記録する。更に
、管理コンピュータ２１は、チェック地点データ２３２のもう１つのデータとして、通過
順番を「２」、移動位置を「Ｂ地点」、所要時間を「５分」として記録する。以上により
、スケジュール登録処理が完了する。
【００３９】
　（監視処理）
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　次に、監視処理について、図５を参照して説明する。
　通知サービスシステム２０における監視処理は、監視対象端末１１から開始指示を受信
することにより開始される。具体的には、子供が学校を出発するときに、監視対象端末１
１のディスプレイ１１０に表示された画面のスタートボタンを押す。これにより、監視対
象端末１１は、通知サービスシステム２０に監視開始指示を送信する（ステップＳ２－１
）。このとき、監視対象端末１１は、監視対象識別子を送信する。
【００４０】
　監視開始指示を受信した管理コンピュータ２１は、時刻を記録する（ステップＳ２－２
）。具体的には、管理コンピュータ２１は、受信した監視対象識別子に基づいて利用者デ
ータ記憶部２２の利用者データ２２０から利用者識別子を特定する。管理コンピュータ２
１は特定した利用者識別子に基づいてスケジュールデータ２３０をスケジュールデータ記
憶部２３から抽出する。そして、スケジュールデータ記憶部２３は、監視開始指示を受信
したときの時刻を、基本データ２３１の開始時刻データとして記録する。更に、開始時刻
と所要時間に基づいて、チェック地点を通過する確認時刻を算出して、これらをチェック
地点データ２３２の確認時刻データとして記録する。また、開始時刻及び基本データ２３
１の所要時間に基づいて終了時刻を算出し、これを基本データ２３１の終了時刻に記録す
る。
【００４１】
　例えば、監視開始指示を受信した時刻が１５時２２分であった場合には、管理コンピュ
ータ２１は、この時刻を開始時刻として記録する。そして、管理コンピュータ２１は、こ
の時刻に、１番目に通過するＡ地点の所要時間（４分）を加算した「１５時２６分」を、
この確認時刻として記録する。更に、この時刻にＢ地点の所要時間（５分）を加算した「
１５時３１分」を、この確認時刻として記録する。最後に、開始時刻に「家」までの所要
時間（３０分）を加算した「１５時５２分」を、終了時刻として記録する。
【００４２】
　管理コンピュータ２１は、現在時刻が、スケジュールデータ２３０に記録された確認時
刻及び終了時刻になった場合（ステップＳ２－３において「ＹＥＳ」の場合）、監視対象
端末１１に対して、現在地データを要求する（ステップＳ２－４）。
【００４３】
　例えば、チェック地点データ２３２の確認時刻として記録された１５時２６分になった
場合（ステップＳ２－３において「ＹＥＳ」）には、管理コンピュータ２１は、監視対象
端末１１に対して現在地データを要求する。
【００４４】
　この要求に応じて、監視対象端末１１は、現在地データを送信する（ステップＳ２－５
）。具体的には、監視対象端末１１は、ＧＰＳ衛星から受信したＧＰＳ信号を、監視対象
端末識別子データとともに、基地局１５に送信する。基地局１５において、受信したＧＰ
Ｓ信号に基づいて、監視対象端末１１の位置が算出される。そして、算出された位置デー
タは、携帯電話網Ｎを介して通知サービスシステム２０の管理コンピュータ２１に送信さ
れる。なお、基地局１５は、位置データとともに、監視対象端末識別子データを通知サー
ビスシステム２０に送信する。
【００４５】
　通知サービスシステム２０の管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１が移動位置に
いるか否かを判定する（ステップＳ２－６）。具体的には、管理コンピュータ２１は、受
信した監視対象端末１１の位置データと、確認時刻（又は終了時刻）のチェック地点デー
タ２３２の移動位置データとを比較する。この結果、これらの位置が一致している場合に
は、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１を携帯している子供が移動位置にいると
判定する（ステップＳ２－６において「ＹＥＳ」）。なお、本実施形態では、位置の許容
範囲が予め設定されており、この許容範囲内で相違しているときには、管理コンピュータ
２１は、両者の位置は一致していると判定する。
【００４６】
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　この場合、管理コンピュータ２１は、このチェック地点のチェック地点データ２３２に
、通過フラグを記録する。そして、管理コンピュータ２１は、次の確認時刻又は終了時刻
になるまで（ステップＳ２－３において「ＹＥＳ」の場合まで）処理を行わない。
【００４７】
　例えば、管理コンピュータ２１は、１５時２６分にＡ地点に子供がいると判定したとき
には、そのチェック地点データ２３２に通過フラグを記録し、次のチェック地点データ２
３２に記録された確認時刻（１５時３１分）になるまで処理を行わない。
【００４８】
　一方、管理コンピュータ２１は、位置データを比較した結果、これらの位置が一致して
いないとした場合には、監視対象端末１１を携帯する子供が移動位置にいないと判定する
（ステップＳ２－６において「ＮＯ」）。
【００４９】
　次に、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１の位置、すなわち、子供がいる位置
が終点位置であるか否かを判定する（ステップＳ２－７）。具体的には、管理コンピュー
タ２１は、基本データ２３１の終点位置データと、受信した監視対象端末１１の位置デー
タとを比較する。この結果、これらの位置が一致している場合には、管理コンピュータ２
１は、監視対象端末１１を携帯している子供が終点位置（本実施形態では、「家」）に到
着したとして、監視処理を終了する（ステップＳ２－７において「ＹＥＳ」）。
【００５０】
　一方、管理コンピュータ２１は、終点位置でないと判定した場合（ステップＳ２－７に
おいて「ＮＯ」の場合）には、通知端末１２に対して通知を行う（ステップＳ２－８）。
具体的には、管理コンピュータ２１は、スケジュールデータ２３０の利用者識別子を有す
る利用者データ２２０を特定し、特定した利用者データ２２０に含まれる通知端末識別子
を用いて、その利用者（親）の通知端末１２に通知メールを送信する。この通知メールに
は、子供が本来いるべき地点（正常地点）の移動位置、これに対する確認時刻及び子供の
現在地を示す通知画面データが含まれる。
【００５１】
　通知端末１２は、受信した通知メールを表示する（ステップＳ２－９）。具体的には、
通知端末１２は、通知メールを受信すると、ディスプレイ１２０に、図６に示す通知画面
５００を表示する。
【００５２】
　この通知画面５００には、正常地点の移動位置及びこれに対する確認時刻が表示される
。また、通知画面５００には、地図表示ボタン５１０と、警告音を鳴らすための警告音ボ
タン５２０とキャンセルボタンとが含まれる。
【００５３】
　ここで、親が地図表示ボタン５１０を選択すると、通知端末１２は、図６に示す地図画
面６００をディスプレイ１２０に表示する。この地図画面６００には、子供の現在地を含
む周辺の地図が、その地名とともに表示されている。なお、この地図画面６００に含まれ
るボタン６１０が選択されると、通知端末１２は、通知画面５００をディスプレイ１２０
に再度表示する。
【００５４】
　ここで、地図画面６００において子供の現在地を確認した親が、警告は不要と判断した
場合には、通知画面５００のキャンセルボタンを押す。これにより、通知端末１２は、通
知サービスシステム２０に対して警告音不要の通知を行う。この通知を受信した管理コン
ピュータ２１は、次の確認時刻又は終了時刻になるまで（ステップＳ２－３において「Ｙ
ＥＳ」の場合まで）処理を行わない。
【００５５】
　一方、通知画面５００において、警告音ボタン５２０が選択されると、通知端末１２は
、通知サービスシステム２０に対して警告指示を行う（ステップＳ２－１０）。具体的に
は、通知端末１２は、警告音を鳴らすための指示信号と、通知端末識別子データとを送信
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する。
【００５６】
　通知サービスシステム２０の管理コンピュータ２１は、警告指示を転送する（ステップ
Ｓ２－１１）。具体的には、管理コンピュータ２１は、指示信号とともに受信した通知端
末識別子データに基づいて利用者データ２２０から監視対象端末識別子を取得する。そし
て、管理コンピュータ２１は、監視対象端末識別子によって特定される監視対象端末１１
に、警告画面データを送信する。この警告画面データには、正常地点（本実施形態ではＡ
地点）の移動位置に関するデータが含まれる。
【００５７】
　警告画面データを受信した監視対象端末１１は、警告音を発生する（ステップＳ２－１
２）。監視対象端末１１は、警告音の発生とともに、図７に示す音停止画面７００をディ
スプレイ１１０に表示する。
【００５８】
　この音停止画面７００には、警告音を停止するための停止ボタン７１０が含まれる。そ
こで、警告音を停止するために、監視対象端末１１を携帯している子供は停止ボタン７１
０を選択する。これにより、監視対象端末１１は、警告音を停止するとともに、図７に示
す修正画面８００をディスプレイ１１０に表示する。
【００５９】
　この修正画面８００には、修正ボタン８１０が含まれる。更に、この修正画面８００に
は、正常地点（本実施形態ではＡ地点）と、この正常地点に到着した場合に修正ボタン８
１０を押すことを促す通知とが表示される。
【００６０】
　その後、子供は、通知した場所（本実施形態ではＡ地点）に到着すると、修正画面８０
０の修正ボタン８１０を押す。これにより、監視対象端末１１は、スケジュールの修正デ
ータを通知サービスシステム２０に送信する（ステップＳ２－１３）。具体的には、監視
対象端末１１は、修正ボタン８１０が押された位置でのＧＰＳ信号と、監視対象端末識別
子データを、基地局１５を介して通知サービスシステム２０に送信する。
【００６１】
　通知サービスシステム２０の管理コンピュータ２１は、スケジュールの修正を行う（ス
テップＳ２－１４）。具体的には、管理コンピュータ２１は、基地局１５から監視対象端
末１１の位置に関するデータを取得すると、このときの正常地点の移動位置データとを比
較する。この比較の結果、位置が一致した場合には、管理コンピュータ２１は、そのチェ
ック地点におけるチェック地点データ２３２の通過フラグを記録する。更に、管理コンピ
ュータ２１は、このチェック地点データ２３２の確認時刻に、現在の時刻を記録する。そ
して、管理コンピュータ２１は、この地点より後に通過するチェック地点の確認時刻の修
正を行う。
【００６２】
　例えば、管理コンピュータ２１は、Ａ地点において修正ボタン８１０が押されると、こ
の地点より後に通過するチェック地点の確認時刻を修正する。具体的には、Ａ地点より後
に通過するチェック地点はＢ地点だけであるので、Ｂ地点に関するチェック地点データ２
３２の確認時刻を修正する。例えば、修正ボタン８１０が押された時刻が１５時３３分で
あった場合、管理コンピュータ２１は、次のチェック地点（Ｂ地点）までの所要時間（５
分）を加算した１５時３８分を算出する。そして、管理コンピュータ２１は、算出した１
５時３８分を、Ｂ地点を移動位置とするチェック地点データ２３２の新たな確認時刻とし
て記録する。
【００６３】
　そして、このスケジュール修正（ステップＳ３－１４）が完了すると、管理コンピュー
タ２１は、次の確認時刻又は終了時刻になるまで（ステップＳ２－３において「ＹＥＳ」
の場合まで）処理を行わない。
【００６４】
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　以上のように、管理コンピュータ２１は、確認時刻又は終了時刻となると、ステップＳ
２－３以降の処理を繰り返して行う。そして、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１
１を携帯している子供が終点位置に到着したと判定すると（ステップＳ２－７において「
ＹＥＳ」の場合）、監視処理を終了する。
【００６５】
　本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　・本実施形態では、管理コンピュータ２１は、通知端末１２から送信された位置及び所
要時間に関するスケジュールデータを登録する（ステップＳ１－３）。管理コンピュータ
２１は、監視対象端末１１から開始指示を受信すると、各チェック地点を通過する確認時
刻を算出して記録する（ステップＳ２－２）。管理コンピュータ２１は、確認時刻になる
と、監視対象端末１１の位置データを取得する。管理コンピュータ２１は、取得した位置
データと、監視対象端末１１がこの確認時刻の移動位置のデータとに基づいて、移動位置
にあるか否かを判断する（ステップＳ２－６）。そして、子供が携帯する監視対象端末１
１が移動位置になかった場合には、通知端末１２に通知を行う（ステップＳ２－８）。こ
のため、管理コンピュータ２１は、子供の予定外の動向を効率的に検知することができる
。従って、親は、子供の位置情報を取得する操作を自ら行わなくても、子供が予定された
時刻に予定された地点を通過しないような予定外が生じた場合に、効率的に知ることがで
きる。
【００６６】
　・本実施形態では、管理コンピュータ２１は、通知端末１２に通知を行う場合に、監視
対象端末１１の位置に関するデータを送信する。通知端末１２は、図６に示す地図画面６
００に、監視対象端末１１を携帯する子供の位置を表示する。このため、通知端末１２を
有する親は、登録した時刻にその移動位置を通過しなかった子供の現在地を知ることがで
きる。従って、親は、子供の現在地に応じた対応を行うことができる。
【００６７】
　・本実施形態では、通知端末１２からの警告指示を受信した管理コンピュータ２１は、
警告指示を監視対象端末１１に送信して（ステップＳ２－１１）、監視対象端末１１から
警告音を発生させる（ステップＳ２－１２）。すなわち、監視対象端末１１から防犯ベル
になる警告音を発生させることができる。このため、子供が助けを求めることができない
状態であっても、この状況を周囲に知らせることができる。これにより、周囲の人は、子
供の異変に気付かせることができる。
【００６８】
　・本実施形態では、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１に警告音を発生させる
（ステップＳ２－１２）とともに、図７の音停止画面７００を表示した。この音停止画面
７００に含まれる停止ボタン７１０を選択することにより、警告音を停止することができ
る。従って、通学路から外れた子供が、単に寄り道していたなど異常事態ではなかったと
きには、警告音を容易に停止することができる。
【００６９】
　・本実施形態では、管理コンピュータ２１は、通知端末１２において、警告音を発生し
た後に停止ボタン７１０が選択されたときには、ディスプレイ１２０に図７の修正画面８
００を表示して、チェック地点（Ａ地点）に戻るべき旨を通知する。そして、指示された
チェック地点に到着した子供が、修正画面８００の修正ボタン８１０を選択すると、通知
端末１２は、修正データを送信する（ステップＳ２－１３）。管理コンピュータ２１は、
修正データに基づいてチェック地点に子供がいると確認すると、このチェック地点の後に
通過するチェック地点のチェック地点データ２３２を修正する。これにより、子供が予定
外の地点に一時的に行ったときでも、再び通学路のチェック地点に戻ってきた場合には、
このチェック地点以降の子供の動向を監視することができる。
【００７０】
　・本実施形態では、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１からの開始指示を受信
したときに、各チェック地点データ２３２の確認時刻及び終了時刻を算出して記録する（
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ステップＳ２－２）。このため、起点である学校を出発する時刻が遅くなった場合であっ
ても、子供の予定外の動向をより確実に監視することができる。
【００７１】
　・本実施形態では、管理コンピュータ２１は、終点位置に到着するまで（ステップＳ２
－７において「ＹＥＳ」の場合）、上記ステップＳ２－３以降処理を繰り返し行う。この
ため、子供が無事に終点位置（家）に到着するまで、より確実に監視を行うことができる
。
【００７２】
　また、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１から開始指示
を受信したときに、終了時刻及び確認時刻を算出して記録した（ステップＳ２－２）。こ
れに代えて、スケジュール登録の段階で、管理コンピュータ２１は開始時刻、終了時刻及
び確認時刻をスケジュールデータ２３０に記録してもよい。これにより、スケジュールデ
ータ２３０における所要時間データを省略することができる。また、この場合、管理コン
ピュータ２１は、開始時刻であることを検出すると、自動的に監視処理を開始する。この
とき、管理コンピュータ２１は、チェック地点に監視対象端末１１を携帯している子供が
チェック地点以外にいた場合、例えばまだ起点にいた場合には、警告音を発生させて、出
発が遅れていることを知らせることができる。
【００７３】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１から開始指示
とともに受信した監視対象端末識別子に基づいて利用者識別子を特定し、これからスケジ
ュールデータ２３０を特定した。このとき、利用者に対応付けられたスケジュールデータ
２３０が複数ある場合には、開始指示を受け付ける時間帯を予め決めて、これらを区別し
てもよい。また、監視を行うスケジュールデータ２３０に、時系列順に実行する番号を付
与して区別してもよい。
【００７４】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、確認時刻又は通知時刻になった
ときに移動位置又は終点位置にいない場合には、通知端末１２に通知をした。これに限ら
ず、移動位置又は終点位置にいない場合には、他のチェック地点の位置にいるか否かを判
断してもよい。具体的には、移動位置にいなかった場合（ステップＳ２－６において「Ｎ
Ｏ」の場合）、管理コンピュータ２１は、他のチェック地点の移動位置のデータを取得し
、このデータと現在地データとを比較する。そして、現在地データが他のチェック地点の
移動位置データと一致する場合には、その移動位置の確認時刻を更新するとともに通過フ
ラグを記録する。そして、更新した確認時刻と、そのチェック地点より後に通過するチェ
ック地点の移動位置の所要時間に基づいて、他の確認時刻を更新する。これにより、子供
がチェック地点を通過してはいるが、その通過時刻が確認時刻と一致していないときであ
っても、子供の予定外の動向を迅速に検知することができる。
【００７５】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、確認時刻又は通知時刻になった
ときに移動位置又は終点位置にいない場合には、通知端末１２に通知をした。これに代え
て、管理コンピュータ２１は、予め指定された時間に対象者がどこにいるかを通知端末１
２に通知してもよい。具体的には、通知端末１２は、スケジュールデータとして場所は登
録せずに時間のみを登録する。管理コンピュータ２１は、登録した時間になると、その対
象者が携帯する監視対象端末１１の現在地に関するデータを取得し、その現在地に関する
データを通知端末１２に送信する。
【００７６】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１において警告
音の停止の指示を受けると、その正常地点を修正画面８００として表示した。これに代え
て、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１の現在地に最も近く、通過する予定の移
動位置を表示してもよい。具体的には、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１の現
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在地データと、スケジュールデータ２３０の移動位置データとを比較する。比較した結果
、管理コンピュータ２１は、最も近い移動位置に関するデータを監視対象端末１１に送信
すればよい。
【００７７】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、子供の現在地と、移動位置又は
終点位置とが一致していると判定する許容範囲は、予め設定した。これに代えて、この許
容範囲は、例えばスケジュール登録において、利用者により変更できるようにしてもよい
。これにより、子供が親の近くにいる場合には許容範囲を大きくしたり、遠くにいる場合
には許容範囲を小さくしたりして、状況に応じてより適切に監視を行うことができる。
【００７８】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、警告音を鳴らすための警告音ボ
タン５２０を含んだ通知画面５００を通知端末１２のディスプレイ１２０に表示させた。
これに代えて、通知画面５００に、発生させる警告音の種類を選択させる選択ボタンを含
ませてもよい。これにより、通知端末１２を介して子供の通知を受けた親は、子供の現在
地などに基づく状況に応じた警告音を発生させることができる。
【００７９】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、通知端末１２から警告指示を受
信した後に、監視対象端末１１に対して警告音を発生させた。これに代えて、管理コンピ
ュータ２１は、通知端末１２に通知をする（ステップＳ２－８）とともに、警告音を発生
するように監視対象端末１１に指示を行ってもよい。これにより、移動位置から外れると
、監視対象端末１１から警告音がすぐに発生する。従って、監視対象端末１１を、早い時
点で防犯ベルとして機能させることができる。
【００８０】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、監視対象端末１１において音停
止画面７００の停止ボタン７１０が選択されると、ディスプレイ１１０に修正画面８００
を表示させた。このとき、停止ボタン７１０が選択された場合に、監視対象端末１１が通
知サービスシステム２０に通知を行ってもよい。これにより、管理コンピュータ２１は、
停止ボタン７１０が選択されたことを通知端末１２に状況として通知することができる。
そして、管理コンピュータ２１は、停止ボタン７１０が押されてから所定時間（例えば５
分）経過しても、修正データを受信しなかったときには、再度、通知端末１２に通知を行
うとともに、監視対象端末１１に警告音を発生してもよい。これにより、管理コンピュー
タ２１は、停止ボタン７１０が押されてからチェック地点に到着するまでを監視すること
ができる。
【００８１】
　○上記実施形態においては、スケジュールデータ２３０のチェック地点データ２３２に
は、通知したことを意味する通知フラグを記録するデータ領域を設けた。この通知フラグ
の代わりに、移動位置を実際に通過したときに通過時刻を記録するデータ領域を設けても
よい。そして、管理コンピュータ２１は、要求に応じて、通過時刻の履歴を通知端末１２
に送信してもよい。これにより、通知端末１２を有する管理者（親）は、監視対象者（子
供）がいつ通過したのかを後から確認することができる。
【００８２】
　○上記実施形態においては、通知端末１２において、スケジュールの入力処理を行った
。これに限らず、スケジュールの入力処理は、別の端末から行ってもよいし、監視対象端
末１１から行ってもよい。また、通知端末１２及びスケジュールの入力処理を行う端末は
、利用者に通知を行うことができる端末であれば、携帯性はなくてもよい。
【００８３】
　○上記実施形態においては、監視対象端末１１として携帯電話端末機を用いた。これに
代えて、その他のモバイル端末や、警告音の発生及び位置データを送信する端末であって
もよい。また、監視対象端末１１としてＰＨＳ端末を用いて、ＰＨＳの位置情報提供サー
ビスを利用してもよい。
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【００８４】
　○上記実施形態においては、管理コンピュータ２１は、所在地データの送信要求を行っ
た監視対象端末１１から現在地データを受信した。これに代えて、監視対象端末１１がＰ
ＨＳ端末である場合には、その確認時刻に対応する移動地点のＰＨＳ端末を検索する基地
局から信号を発信し、これに応答する監視対象端末１１がないことにより、管理コンピュ
ータ２１は、監視対象端末１１を携帯する子供が移動位置にいないこと（ステップＳ２－
６において「ＮＯ」）を特定してもよい。
【００８５】
　○上記実施形態においては、起点を学校とし終点を家とした下校時を監視するときにつ
いて説明した。これに代えて、他の経路を監視することきに用いてもよい。例えば、家か
ら習い事に通わせる場合などに用いてもよい。
【００８６】
　また、上記実施形態においては、子供を監視対象者とし、その監視者の親に通知端末１
２を携帯させた。これに限らず、管理コンピュータ２１は、他の監視対象者に監視対象端
末を携帯させて、それを監視する管理者の通知端末を携帯させてもよい。例えば、営業者
の訪問先や幼児のお使いなどに用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の実施形態におけるシステムの概略図。
【図２】利用者データ記憶部に記録されたデータの説明図。
【図３】スケジュールデータ記憶部に記録されたデータの説明図。
【図４】スケジュールの登録処理の処理手順を説明するための流れ図。
【図５】監視処理の処理手順を説明するための流れ図。
【図６】通知端末のディスプレイに表示された画面の説明図。
【図７】監視対象端末のディスプレイに表示された画面の説明図。
【符号の説明】
【００８８】
　１１…携帯端末としての監視対象端末、１２…通知端末、２１…管理コンピュータ、２
３…スケジュールデータ記憶部。
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